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特集●ダイバーシティ推進と差別禁止法理の課題

職場における性的マイノリティの
処遇と課題

名古　道功
（かなざわ食マネジメント専門職大学教授，金沢大学名誉教授）

性的マイノリティは，就労するにあたってさまざまな「困難」を抱えている。最近の調査
によってこれが明らかとなり，その対応策が求められている。性的マイノリティに関する
施策を講じている企業は約 10％と少ないが，大企業では 43％と多い。先進的企業は多様
な取組みを行っており，これは，性的マイノリティの就労環境改善のための企業施策のあ
り方を考えるにあたって参考になる。トランスジェンダーに関わる 3 つの地裁判決は，そ
の特性・個別事情を重視するとともに，国内外の動向を踏まえた判断を下しており，注目
される。また，パワハラを規制する改正労働施策総合推進法の指針において，性的マイノ
リティに対するハラスメントの 2 つの具体的事例（性的指向・性自認に関する侮辱的言動
とアウティング）が明記された。使用者に一定の措置義務が課せられ，対応を求められる
点で意義を有する。今後，性的マイノリティにとって就労しやすい職場環境を構築するに
は，伝統的な男女という性別規範にとらわれない施策や理解促進が求められるとともに，
これまで以上に個人・個性を重視した企業実務が不可欠である。さらに，差別禁止を定め
る法律の制定が望まれる。
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Ⅰ　性的マイノリティをめぐる動向

　性的マイノリティに関する重要な法律として，
2003 年 7 月に成立した「性同一性障害者の性別
の取扱いの特例に関する法律」（2004 年 7 月施行）

（以下，「特例法」という）が挙げられる。これに
よって一定の要件の下で「性同一性障害者」は，
家庭裁判所の審判により戸籍上の性別変更が認め
られることになった。また戸籍法 107 条の 2 の

「正当な事由」がある場合に名の変更（男性名か
ら女性名，あるいはその逆）が認められる。その
後，性的マイノリティが注目を集めるのは，マス
コミが渋谷区の「同性パートナーシップ条例」制
定（2015 年 4 月）を大きく取り上げる 2015 年前
後からである。同様の条例・要綱は，他の自治体
にも広がり，現在，110 自治体となっている（2021
年 6 月）1）。また性の多様性や差別的取扱いの禁止
を定める男女共同参画推進条例等が増え（41 自治
体，2021 年 4 月 2）），東京都でも性的指向や性自認
に基づく差別を禁じる「東京都オリンピック憲章
にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条
例」が成立した（2018 年）。国レベルでは，第三
次男女共同参画基本計画（2010 年）に，性的マイ
ノリティに関する人権教育・啓発等の推進が明記
され，文部科学省は，性同一性障害の児童生徒に
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対する学校での対応例をまとめ，全国の教育委員
会などに通知した（2015 年 4 月 30 日）。雇用・労
働分野では，セク・ハラ指針の改正によって，性
的マイノリティもその対象であることが明確にさ
れ，またパワ・ハラを規制する改正労働施策総合
推進法の指針では，具体例として，性的指向・性
自認に関する侮辱的な言動とアウティングが挙げ
られている。
　企業でも，ダイバーシティ施策の一環として，
就業規則等における差別禁止規定の新設，同性パ
ートナーと異性パートナー（法律婚）との同等取
扱いなど性的マイノリティの従業員の権利等の保
障が進んでいる。他方，性的マイノリティに関す
る理解が不十分な企業も見られ，当事者は，募
集・採用の時点からさまざまな「困難」に直面し
ている。本稿では，こうした「困難」の実情を明
らかにした上で，先進的企業における施策を紹介
する。そして，立法・裁判例の動向を踏まえて，
性的マイノリティにとって働きやすい職場環境を
実現するための課題を提示する。

Ⅱ　実　　情

　日本労働組合総連合会（連合）の調査 3）による
と，職場における LGBT の割合は 8％（2016 年）
であり，周囲の理解が不十分なため，カミングア
ウトした者はさまざまなハラスメントや不当な取
扱いを受けることが少なくないという。この間，
多様な団体や研究者による調査研究 4）が実施さ
れ，職場における問題点は相当程度解明されてい
る。ここでは，当事者を対象にした調査で実情が
鮮明に示されている「困難リスト」5）を中心にし
て，その「困難」や不利益を紹介しておこう。

１　さまざまな「困難」

　（1）求職
　通常，求人に「男女募集」との文言，あるいは
エントリーシートに性別記載欄が設けられている
が，特に心と体の性が一致しないトランスジェン
ダーはいずれに該当するかに悩み，またスーツの
着用など選考に臨む際の外見に迷う。面接時に性
自認をカミングアウトしたら面接を打ち切られ

る，あるいはトランスジェンダーであることを伝
えたら内定を取り消されたケースが生じている。
さらに結婚・子供を産む予定などを聞かれること
があるが，ゲイやレズビアンの当事者にとって回
答しがたい。大学のキャリアセンターやハローワ
ークなどでは，性的マイノリティの理解が不十分
なため，期待した支援が受けられなかったとされ
る。

　（2）さまざまなハラスメント言動
　カミングアウトしている当事者に対する言動の
みならず，同僚が当事者であるとは知らずになさ
れる場合も少なくない。多くの当事者は，こうし
たハラスメントに悩まされ，メンタルな病気を発
症するなど深刻な事態が生じている。これには

「性的」言動に限らず，さまざまな揶揄なども含
まれる。

　（3）施設・服装等
　トランスジェンダーは，トイレ・更衣室等の利
用にあたって支障が生じる。当事者は，心の性と
一致する施設の使用を望むが，必ずしも受け入れ
られない。また，戸籍の性と異なる服装での就労
が認められず，企業秩序維持を理由として自宅待
機や戸籍の性の服装による就労が命じられること
がある。さらに MtF（Male to Female）のトラン
スジェンダーの化粧を理由とする処分が問題とな
ったケースも見られる。

　（4 ）企業の福利厚生等での取扱い・法律で認め
られた制度の非適用

　同性のパートナーに関して，慶弔休暇，忌引
き，死亡時の見舞金・慶弔金，寮・職員住宅の利
用などが認められない。また法律上の制度では，
労災補償での遺族年金や所得税の控除などが適用
されない。さらに育児・介護休業法も適用されな
いため，育児・介護休業を取得できず，また転勤
での育児・介護での配慮もなされない。

　（5）その他
　上司や人事にカミングアウトしたら職場などで
知られるようになった，適切な相談窓口がなく，
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アウティングや不利益な取扱いの不安から必要な
事実を打ち明けられない，健康診断等でのデータ
管理に問題があり，ホルモン治療が知られたケー
スなどが見られる。

２　当事者に与えるさまざまな不利益 6）

　第一に，健康に影響が「あった」あるいは「や
やあった」のは 40% 近くに達する（ただし，職場
に限定した数値ではない）。具体的には，自認する
性のトイレが使えず，我慢して膀胱炎になった，
また職場でカミングアウトができず同僚や上司と
のコミュニケーションがうまくいかなくなり，う
つ状態になったとの声などが数多く寄せられたと
いう。
　第二に，性的マイノリティに関する侮辱やアウ
ティングはパワハラ指針に挙げられたが，いまだ
に多くの職場で見聞きされており，深刻なセクハ
ラ被害も報告されている。
　第三に，差別的言動のある職場では，勤続意欲
の低下傾向がみられる。こうした言動が少ない職
場で働き続けたい者の割合が 75.1％に対し，多い
職場では 58.8％である。

３　留意点

　第一に，性的マイノリティはそれぞれ特性が相
違し，特にトランスジェンダーとゲイ・レズビア
ンの抱える困難は異なる。第二に，性的マイノリ
ティが知られるようになったのは最近であり，そ
の内容や実情はそれほど理解されておらず，無意
識に使う言葉（例，ノーマル）や善意での発言が
当事者に精神的負担をかけることがある。第三
に，職場において性的マイノリティはほとんど可
視化されていない。男女の性別を前提とする意識
が強く，またこうした社会制度・法制度が構築さ
れてきたため，カミングアウトできず，カミング
アウトすると不利益を受けやすい。第四に，プラ
イバシーに関わるとともに周囲に打ち明けること
が困難であり，当事者であることが知られるだけ
で精神的ダメージを受けやすい。そして，職場の
みならず近親者・友人にも相談できず，精神的負
担が少なくない。

Ⅲ　企業の対応

　上記の「困難」に対して，企業等はさまざまな
取組みを行っている 7）。これに関して，三菱 UFJ
リサーチ＆コンサルティング株式会社の調査（厚
労省委託事業）8）に基づき，取組み状況を概観した
後，筆者が加わった先進的企業の実情調査 9）を中
心にしてその具体的内容を紹介する。

１　取組み状況の概観

　性的マイノリティに対する配慮や対応を意図し
た取組みを実施しているのは，全体で 10.9％と少
ないが，従業員数 1000 人以上の企業では，43.1％
と多い。開始時期は，3 年以内（2016 年以降）が約
60％であり，着手のきっかけは，「社会的な認知
度の高まりをみて，取り組むべきと判断したた
め」という割合が 7 割程度を占め，上記渋谷区の
パートナーシップ条例などが契機となっている。

「性的マイノリティ当事者である社員から要望や
対応を求める声があったため」という割合は 17.8
％であり，当事者の存在が取組みのきっかけとな
る例が一定割合みられる（複数回答）。その取組
みの内容は，①「社員に向けた研修や勉強会等の
開催」（41.3％），②「社内に，性的指向 ･ 性自認
に関して相談できる窓口がある」（38.8％），③

「採用担当者への教育や研修」（33.5％），④「性的
指向 ･ 性自認にかかわるハラスメントに関する社
内規定の策定」（31.8％），⑤「経営層や管理職に
向けた研修や勉強会の開催」（30.6％）などとなっ
ている（複数回答）。取組み実施目的や期待する
効果として，①「性的マイノリティ当事者を含め
た多様な人材が働きやすい職場にするため」

（73.1％），②「社会的責任のため」（58.3％），③
「性的マイノリティ当事者が働きやすい職場にす
るため」（53.3％）が多いが，1000 人以上の企業で
は，「人材を確保するため」（47.9％）及び「イノ
ベーション創出のため」（31.9％）とのダイバーシ
ティと関連した項目の割合の高さが注目される

（複数回答）。取組みに対する社内の反応として，
「反応がなかった／わからない」が多数であるが，
「肯定的な反応があった」のは，当事者（35.3％）
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と一般社員（37.2％）では一定割合を占め，特に
経営層 ･ 管理職は高い（48.3％）。

２　先進的企業の取組み

　（1）施策導入の経緯
　ほとんどの先進的企業では，性的マイノリティ
施策がダイバーシティ戦略の一環として導入さ
れ，それがこの施策をスムーズに進める重要な要
因となっている。例えば，A 社（電機）は，2008
年にダイバーシティ開発部を設置するが，それ以
前から従業員の個性の発揮を重視する施策を講じ
てきた。2013 年，「ダイバーシティ・ステートメ
ント」（全世界共通）に性的マイノリティに関する
方針が明文化された。B 社（通信）は，本社人事
部内に「ダイバーシティ推進室」を設置し（2006
年），ダイバーシティの定着，女性活躍，両立支
援等の制度の充実などに取組み，性的マイノリテ
ィ施策はその一環として位置づけられる。

　（2）施策内容
　（A）平等取扱い宣言と社内規程での明記
　性的マイノリティの当事者が快適に就労するに
は，他の従業員との平等取扱いが大前提である。
そのため，これを会社の方針として明確に宣言
し，全社内に周知することが重要となる。今回の
調査対象企業では，会社の憲章や方針などで一般
的な人権保障を宣言し，指針や就業規則などにお
いて，差別事由の一つとして性的指向と性自認を
挙げ，平等取扱いを明記する所が多い。例えば C
社（運輸）は，差別禁止・平等取扱い，そしてハ
ラスメントの厳格な禁止を就業規則に規定すると
ともに，社外にも公表している「基本的人権の尊
重について」において，「差別・ハラスメントの
禁止」として，以下の通り定める。「私たちは，
人種，宗教，性別，年齢，性的指向，性同一性障
がい，国籍，言語，社会的身分などに関わらず，
採用，育成，配置，役職登用等の機会を均等と
し，多様な人材がいきいきと活躍できる職場環境
を推進しています」，「セクシュアルハラスメント
やパワーハラスメントに代表されるハラスメント
行為は就業規則で厳格に禁止を規定し，社員教育
を定期的に実施するなどして防止の取組みを継続

的に行っています」。
　（B）採用面接での配慮
　性的マイノリティの当事者にとって，面接や性
別記載などにおいて困難を伴うことが少なくない
ため，さまざまな対応がなされている。第一に，
エントリーシートへの性別記載欄をなくすことで
ある（A 社，B 社等）。また，E 社（金融）は，性
別欄に「男性」「女性」のほか「選択しない」と
いう項目を設けている。第二に，マニュアル作成
や面接担当者に対する研修である。A 社は，面接
官向けオリエンテーション資料に，「多様性への
理解」として，差別をしないことと表現に配慮す
ることを掲載し，また研修も行っている。効果と
して，B 社では新入社員に当事者がいたが，社内
の取組みや人事の対応により安心して入社し，働
いているという。
　（C ）同性パートナーへの扶養手当・慶弔休暇

等の付与
　ほとんどの調査対象企業では，同性パートナー
にも異性パートナーと同様の制度が適用されてい
る。例えば B 社では，社員の同性パートナーに
ついて，本人からの申請に基づき，①結婚休暇，
②忌引休暇，③結婚祝金，④弔慰料，⑤祝電，⑥
弔電の扱いを同一にしている。自治体発行の証明
書や結婚式の招待状などを添付すれば認められ
る。弔電は，本人の了解があれば送る。F 社（不
動産）でも，同性パートナーを配偶者として処遇
している。具体的には，育児休業，介護看護休
業，慶弔・サンクス休暇（家族の誕生日などに
JCB ギフト券・休暇 1 日），単身赴任手当，短期貸
付金などを同一取扱いとする。申請にあたっての
提出書類は，①戸籍全部事項証明書（独身である
ことの証拠。双方提出），②住民票（同居していな
ければ提出不要），③パートナーシップ申請書（F
社独自の書式，双方自筆）であり，パートナーシ
ップ証明は必須ではなく，あれば提出するとされ
る。人事部としては，自治体の証明書制度が整え
ば真のパートナーシップの証明として用いられる
ので有難いという。なお課題は，相続などが問題
となる場合，法的トラブルを避けるために手当等
が支給されない点である。例えば A 社は，相続
の関係で遺族との間でトラブルが発生しかねない
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ので，弔慰金を同性パートナーに支給していな
い。
　（D）人事での配慮
　A 社は，転勤に同性パートナーを帯同する場
合，住居手当を増額する。性的マイノリティへの
差別がある国への転勤（赴任）の場合は，本人の
意思を尊重している。B 社は，海外赴任時におい
て，同性パートナーの家族がビザを取得する場
合，サポートを行っている。転勤においては，赴
任手当などを同性パートナーにも支給する制度を
設けている。制度が未整備な部分があるため，申
請者の転勤については，本人の意見を聞き，個別
配慮をしている。転勤先においてのカミングアウ
トも，本人の希望に合わせた対応を採っている。
　（E）トランスジェンダーの個別ニーズへの対応
　A 社は，以前，トイレの件で相談があり，多
目的トイレで対応することにした。障がい者の従
業員の利用者との関係があり，他のフロアー使用
も考えている。服装の規制はなく，ラフな格好の
従業員もおり，顧客に失礼のない服装なら問題な
い。B 社は，本人の希望を踏まえ，健康診断，更
衣室，トイレ，服装，通称使用について配慮して
いる。FtM の社員が，職場の上司を通じて健康診
断での配慮を要望してきたので，対応したとい
う。E 社では，社宅・寮・健康診断・ドレスコー
ドについて希望がある場合，人事部門，所属部
署，関連部署で連携して対応している。また，一
部の本部ビルで多目的トイレ（男女共用）に「All 
Gender」マークを追加予定である。G 社（IT）で
は，トイレは本人が使いたいほうで使用している

（他の人が驚かないように気を配ってほしいとは伝え
ている）。社員の目が気になる当事者は同じビル
の別の階にあるトイレを使っている。面接段階や
入社前後に相談を受けることがあるという。
　（F）研修・啓発
　A 社では，全社員を対象にする研修コンテン
ツ（e-learning）に性的マイノリティを追加した。
その他，新任マネジメント研修，新入社員研修，
ハラスメント研修等に性的マイノリティ関連コン
テンツを掲載している。さらに人事担当者向け研
修会において，「LGBT Workshop」を開催した

（2015 年以降毎年）。

　（G）相談窓口の設置
　大半の調査対象企業は，ハラスメント相談窓口
で受け付けているが，性的マイノリティ専用相談
窓口を設置している企業も見られる（I 社〈運輸〉）。
　（H）アライ・当事者ネットワーク
　当事者は会社内において少数派であり，またカ
ミングアウトにも困難を伴うため，孤立しがちで
ある。こうした状況を改善するために，支援グル
ープであるアライや当事者ネットワークを作る動
きがある。B 社では，アライコミュニティが設立
されているが，ダイバーシティ推進室がその発
足・運営を支援している。オリジナルアライマー
クを入れたグッズを用意し，アライの意思がある
社員に配布して自社内「ALLY メンバー」を拡
大している。アライの存在を明示することで，当
事者が安心して働ける環境を提供するためであ
る。他方，D 社（IT）は，アライを増やすのでは
なく，誰もが持つ違いを互いに認め合い尊重し合
うことが当たり前の社内風土醸成をめざしてい
る。アライとノンアライとが分断されかねないの
で，性的マイノリティを特化させない点を大切に
しているという。また，ダイバーシティ推進体制
構築の一環として執行役員によるスポンサーシッ
プ制度が発足し（2016 年 6 月），会社としてオフ
ィシャルにコミュニティの活動を支援している。
これは，現場から上がってきて，広まったとい
う。「当事者の声を大事にしたい」と考え，人事
と協力して支援している。

　（3）顧客との関係
　性的マイノリティ施策は，企業内にとどまら
ず，顧客との関係にも広がっている。特に，同性
パートナーに関して，異性パートナーと同様の取
扱いを行っている。例えば，B 社（通信）は，社
員の発案によって，契約者の三親等以内の顧客と
ともに，同性とのパートナーシップを証明する書
類を持つ顧客も，家族割引の対象としている。E
社（金融）は，住宅ローンに関して，渋谷区が発
行するパートナーシップ証明書の写しを提出する
場合，同性パートナーを配偶者と同様に取扱い，
家族ペア返済や収入合算を可能とした。F 社（不
動産）は，LGBT フレンドリーな賃貸物件を検索
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可能にするとともに，新築マンションに関して専
用の相談窓口を開設した。H 社（金融）は，死亡
保険金の受取人の指定範囲に同性パートナーを加
えた。

　（4）まとめ
　各企業とも性的マイノリティを含めた多様性を
受容し，後押しする企業文化や経営層が存在して
いる。こうした環境が前提となり，担当者による
熱意ある提案が性的マイノリティに対する取組み
に繫がったといえる。また，どの企業においても
インクルージョンの視点を強調していた。同時
に，性的マイノリティの顧客や従業員だけを「特
別扱い」するのではなく，すべての人が消費・サ
ービスを利用しやすく，働きやすくするため環境
や制度を整える視点も考慮されている。他方，死
亡による退職金の受領や労災補償における遺族補
償などは，相続との関係で法的問題が生じるの
で，企業独自では対応できず，法制度の改正が要
望された。これは，日本においても同性婚を認め
ることと関連する課題である。
　なお以上の取組みは，主として大企業のホワイ
トカラー職場で実施され，それ以外では異なる諸
事情があるため，導入しにくい施策があるが，今
後の方針・施策を検討するにあたって参考になる
と考えられる。

Ⅳ　立法・裁判例の動向

１　法規制・指針等

　アメリカ公民権法第 7 編（1964 年）は，雇用分
野における「人種，肌の色，宗教，性別または出
身国」を理由とする差別を禁止し，最近，連邦最
高裁判所は，「性別」に性的指向及び性自認が含
まれるとの重要な判断を下した 10）。「性別」に基づ
く差別を禁止する「雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（以下，

「均等法」という）でも同様の解釈ができるかが問
われるが，立法の制定経緯などからすると，こう
した解釈は困難であろう。ただし，均等法 11 条
に基づくセク・ハラ指針（「事業主が職場における

性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置についての指針」）には，関連する定めが
置かれている。すなわち，職場におけるセク・ハ
ラには「同性に対するものも含まれ」（平成 27 年
7 月 1 日から適用），その後の改正において，「被
害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわら
ず，当該者に対する職場におけるセクシュアルハ
ラスメントも，本指針の対象となる」（平成 29 年
1 月 1 日から適用）とされた。また改正労働施策
総合推進法（2019 年）は，パワーハラスメント防
止のための事業主の雇用管理上の措置義務を新設
し，その指針（「事業主が職場における優越的な関
係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管
理上講ずべき措置等についての指針〈令和 2 年厚生労
働省告示第 5 号〉」）では，パワーハラスメント該
当例として，性的指向・性自認に係る事例が挙げ
られている（後記 2（4）参照）。なお，これらの例
示は限定列挙ではないこと，そして個別の事案の
状況等によって判断が異なる場合があることに十
分留意して，広く相談に応じるなど適切な対応を
行うことが求められる。また労働施策基本方針

（平成 30 年 12 月 28 日閣議決定）は，「多様性を受
け入れる職場環境の整備を進めるため，職場にお
ける性的指向・性自認に関する正しい理解を促進
する」と明記する。
　厚労省は，公正な採用選考を行うにあたって，

「障害者，難病のある方，LGBT 等性的マイノリ
ティの方（性的指向及び性自認に基づく差別）など
特定の人を排除しないことが必要」と指摘す
る 11）。また公正な採用選考を進める上で参考とな
る履歴書の様式を，以下の通り提示する。
1 ． 性別欄を「男・女」の選択ではなく任意記載

欄に変更。なお，未記載とすることも可能と
する。

2 ． 「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」
「通勤時間」の各欄を様式内に設けない（各
欄を削除する）こととする。

　これには法的拘束力はなく，当該様式の使用は
個別の企業が判断するが，性的マイノリティの要
望に沿った取扱いである。さらに，モデル就業規
則改正（2018 年）において「その他あらゆるハラ
スメントの禁止」の規定を新設し，これに「性的
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指向・性自認に関する言動」を明記した。
　このほか，日本経済団体連合会は，LGBT も含
めた多様な人材を対象とする「ダイバーシティ・
インクルージョン社会の実現に向けて」（2017 年），
また日本労働組合総連合会（連合）も「性的指向
及び性自認（SOGI）に関する差別禁止に向けた
取り組みガイドライン」（2017 年）を発表している。

２　裁判例からみた性的マイノリティに対する対応

　性的マイノリティに関する一般的法規制や均等
法のような労働法規制は存しないため，法的紛争
は既存の労働法理論に基づき解決される。その
際，性的マイノリティに関する憲法上の人権保障
の趣旨を踏まえた解釈が求められる。憲法 13 条
は，個人の尊厳を保障する。憲法学では，その重
要な意義の一つは人権を根拠づけることであると
され，多くの人権がその核心的保障内容において
個人の尊厳と密接な関連を有する。これには，個
人としてのアイデンティティや自己決定権が含ま
れる。したがって，心の性と体の性が一致せず心
を優先させることや同性愛，両性愛などの性的指
向も憲法 13 条の保障を受けると考えられる。ま
た，性的マイノリティであることが憲法 14 条 1
項（平等取扱い原則）に列挙された差別事由の一
つである社会的身分に該当するか，それとも列挙
以外の事由と解するかには争いがあるが，いずれ
にしても不合理な差別は，平等取扱い原則の趣旨
に反する 12）。企業と性的マイノリティの関係にお
ける法的紛争もこうした憲法上の保障を踏まえた
解決が求められよう。
　採用拒否，内定取消，服装規制などに関する法
的検討にあたって，性的マイノリティと使用者や
他の従業員双方の権利・法的利益との調整が問わ
れる 13）。これまで性的マイノリティが対象となっ
た裁判例は，判例集等に掲載された限りではわず
かであるが，（特例法に定める要件を充たしていな
い 14））トランスジェンダーに関して注目すべき 3
つの裁判例があるので，これらを検討し，企業に
おいて留意すべき点を明らかにしよう 15）。

　（1）トイレ使用の制限
　（A）経済産業省（以下，「経産省」と略す）勤務

の原告 X はトランスジェンダーであり，専門医
から性同一性障害の診断を下されている。私生活
において女性として生活しているが，性別適合手
術を受けておらず，戸籍上の性別は男性である。
X は，所属部署の A 室長に性同一性障害である
こと，及び次の異動を契機にして女性として勤務
したい旨の要望を伝えた。要望を引き継いだ秘書
課の B 調査官らは，関係部署等との協議や本人
との面談を行い，一定の条件付きで女性の服装等
での勤務や限定されたトイレ使用等を認める方針
を伝えた。そして所属部署職員対象の説明会を開
催し，X 本人が性同一性障害であることや女性と
しての勤務の要望などを説明し，その翌週から女
性の身なりで勤務した。ただし，近階の女性用ト
イレの使用は認められず，勤務する階から 2 階以
上離れたそれを使用することになった（以下，

「本件トイレに係る処遇」という）。その後，A 室長
や B 調査官の後任の C 調査官等との間で，性別
適合手術の予定や異動先での女性トイレの使用・
カミングアウトなどに関して面談が行われた。
　X は，①本件トイレに係る処遇，②性別適合
手術を受けて戸籍を変更するまで異動させない処
遇，③ A 室長や C 調査官等による言動は，経産
省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠
ったものであり，これによって損害を被った旨を
主張して，国家賠償法 1 条 1 項に基づく損害賠償
請求として，被告国に対し，慰謝料等の支払を求
めた 16）。
　第一審判決（東京地判令元・12・12 労判 1223 号
52 頁）は，「性別は，社会生活や人間関係におけ
る個人の属性の一つとして取り扱われており，個
人の人格的な生存と密接かつ不可分のものという
ことができるのであって個人がその真に自認する
性別に即した社会生活を送ることができること
は，重要な法的利益として国家賠償法上も保護さ
れ」，「トイレが……人が通常の衛生的な社会生活
を送るに当たって不可欠のものであることに鑑み
ると，……管理する者から，その真に自認する性
別に対応するトイレを使用することを制限される
ことは，当該個人が有する上記の重要な法的利益
の制約に当たる」とし，経産省（経済産業大臣）
は，「庁舎管理権の行使に当たって尽くすべき注
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意義務を怠ったものとして，国家賠償法上，違法
の評価を免れない」と結論づけた（ハラスメント
言動に関する判断は後述する）。
　（B）本判決において注目すべきは，第一に，
自認する性別に即して社会生活を送ることに保護
法益性を認めた点である。これは，国賠法上の法
的利益とされるが，不法行為法上のそれでもある
ことを否定すべき理由は見い出せないであろう。
特例法に定める手術要件の合憲性が問われた事件
に お い て， 最 高 裁（ 最 二 小 決 平 31・1・23 判 時
2421 号 4 頁）は合憲と結論づけたが，補足意見
は，「性別は，社会生活や人間関係における個人
の属性の一つとして取り扱われているため，個人
の人格的存在と密接不可分」であると判示する。
本判決は，この影響を受けていると考えられる。
第二に，その判断にあたって他の女性職員への配
慮の観点からも検討し，配慮の必要性や方法は，
トランスジェンダーの個々の具体的事情や社会的
状況の変化等に応じて変わり得ると指摘する点で
ある。すなわち，① X が専門医から性同一性障
害との診断を受け，女性ホルモンを投与されて長
くなり，「危害」を加える可能性が低いことや私
生活において女性として過ごしていること，②国
内外において，働きやすい職場環境を整えること
の重要性がますます強く意識され，性自認に応じ
たトイレ等の男女別施設の利用を巡る国民の意識
や社会の受け止め方には相応の変化が生じている
ことなどが考慮されている。
　これに対して高裁判決（東京高判令 3・5・27）17）

は，性別は「個人の人格的生存と密接不可分のも
の」であり，「自らの性自認に基づいた性別で社
会生活を送ることは，法律上保護された利益であ
る」点は肯定したが，女性トイレの使用制限につ
き，「公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を
尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得る
ような事情があるとは認めがたい」以上，裁量を
逸脱・濫用しておらず，違法でないと結論づけ
た。その理由として，①先進的な取組みがしやす
い民間企業とは事情が異なる，② X が性同一性
障害と告げた平成 21 年（2009 年）当時，「各官庁
で指針となる規範や参考事例はなく，（戸籍上で）
性別変更をしていないトランスジェンダーへの対

応は未知だった」，③経産省が使用制限を決める
際に X やその主治医の意見に加え，ほかの職員
の意見を聴く説明会を 2 回開くなど，「積極的に
検討，調整して決め」，X もこれに同意していた，
④使用制限を続けたことは「ほかの職員が持つ性
的不安なども考慮し，全職員にとって適切な職場
環境をつくる責任」を果たすためだったことなど
を挙げる。また，本件トイレに係る処遇開始後行
政措置要求に至るまでの期間中，①トランスジェ
ンダーによる性自認への対応につき積極的差別是
正措置のための新たな規範ないし取扱指針の策定
やこれに関する裁判例などの公表がされていなか
った，②経産省内における X の労働環境に特段
の変化はないなどの点も挙げる。
　たしかに，現在と比べて，平成 21 年当時のト
ランスジェンダーに対する理解はそれほど進んで
いなかったが，地裁判決が指摘するように，「危
害」を加えるおそれが低く，X 自身が職場で説明
しているなどの事情がある場合の判断として妥当
であるのか，また本件トイレにかかる処遇後，他
の階のトイレを使用して女性職員との間で問題が
生じていないならば，従前の取扱いを見直し，違
和感を持つ女性職員に積極的に理解を求めるなど
の配慮が必要でなかったかの点には疑問が残
る 18）。

　（2）服装・化粧規制
　（A）トランスジェンダー（MtF）の服装と化粧
規制が問われたのは，S 社（性同一性障害者解雇）
事件（東京地決平 14・6・20 労判 830 号 13 頁）及び
淀川交通（仮処分）事件（大阪地決令 2・7・20 労
判 1236 号 79 頁）である。S 社（性同一性障害者解
雇）事件は，「性同一性障害」の診断受診後，家
裁で女性名への変更を認められた原告Ｘが，配転
の内示に対して，①女性の服装での勤務，②女性
用トイレの使用，そして③女性更衣室の使用を申
し出たところ，Ｙ会社はこれを認めず配転命令を
発したが，拒否する旨の意思表示をしたこと，ま
た X が女性の服装・化粧をして出社し，Y 会社が
これを禁止する旨の服務命令にも従わなかったこ
となどを理由として，懲戒解雇されたケースであ
る。淀川交通（仮処分）事件では，原告 X は，ホ
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ルモン療法を受けつつ，化粧を施し，女性的な衣
類を着用するなどして，社会生活全般を女性とし
て過ごし，タクシー乗務員として勤務中も，顔に
化粧をしていた。男性の乗客から X のわいせつ
行為に関する苦情（以下，「本件苦情」という）が
あり，グループ会社の渉外担当者らは，X と面談
を行った。X は，苦情の事実を否定したが，渉外
担当者らは，本件苦情の内容が真実であるか否か
は問題ではなく，X がこうした苦情を受けること
が問題である，X が男性である以上，身だしなみ
を整える意味で化粧をすることはできない，X の
化粧に違和感のある乗客が不快感を覚えて苦情が
寄せられ，また性同一性障害は病気であり，治ら
ないから X を乗務させることはできないなどと
伝えた。X は，就労拒否されたと主張して，賃金
仮払仮処分を申請した。なお，就業規則では，

「身だしなみについては，常に清潔に保つことを
基本とし，接客業の従業員として旅客その他の人
に不快感や違和感を与えるものとしないこと。ま
た，会社が就業に際して指定した制服名札等は必
ず着用し，服装に関する規則を遵守しなければな
らない」と定められている（以下，「本件身だしな
み規定」という）。
　（B）就業規則の規定や業務命令に基づき服装
等の規制がなされる場合，その当否は規制の必要
性と合理性の有無によって決せられる 19）。具体的
判断にあたって，以下の基準が用いられてきた。

「労働者の髪の色・型，容姿，服装などといった
人の人格や自由に関する事柄について，企業が企
業秩序の維持を名目に労働者の自由を制限しよう
とする場合，その制限行為は無制限に許されるも
のではなく，企業の円滑な運営上必要かつ合理的
範囲内にとどまるものというべく，具体的な制限
行為の内容は，制限の必要性，合理性，手段方法
としての相当性を欠くことのないよう特段の配慮
が要請される」20）。
　両決定とも，こうした基準にしたがって判断を
下し，仮処分申請を認容した。そして重要なの
は，トランスジェンダーの諸事情を適切に考慮し
ている点である。S 社（性同一性障害者解雇）事件
決定は，従業員・顧客等の反応を考慮しつつも，
トランスジェンダーとしての X の諸事情（①性同

一性障害の診断・精神療法等の治療，② X の性自認
の確立，③職場以外での女性装による生活，④家裁
の許可を得て女性名への変更等）を勘案して女性と
しての性自認を重視し，社員や顧客との違和感・
嫌悪感も徐々に解消されるとの判断を示した。そ
してＸの業務内容，就労環境等について，「双方
の事情を踏まえた適切な配慮をした場合において
も，なお，女性の容姿をしたＸを就労させること
が，Ｙ会社における企業秩序又は業務遂行におい
て，著しい支障を来す」とは認められないと結論
づけた。淀川交通（仮処分）事件決定は，「サー
ビス業において，客に不快感を与えないとの観点
から，男性のみに対し，業務中に化粧を禁止する
こと自体，直ちに必要性や合理性が否定されるも
のとはいえない」とする一方，医師から性同一性
障害であるとの診断を受けている X が，「外見を
可能な限り性自認上の性別である女性に近づけ，
女性として社会生活を送ることは，自然かつ当然
の欲求である」と判示し，本件就労拒否に相当性
はないと判断した。さらに注目すべきは，男女別
の服装規制（本件身だしなみ規定）に厳格な審査
基準を提示し，性自認に従った外見に違和感・嫌
悪感を抱く者がいるとしても，このことをもって

「個性や価値観を過度に押し通そうとするもので
あると評価すべき」でないと判示した点である。
また「性の多様性」の尊重との姿勢が経済的損失
などの不利益になるとは限らないとの指摘も重要
である。

　（3）ハラスメント言動
　（A）経産省事件では，A 室長の発言（「なかなか
手術を受けないんだったら，もう男に戻ってはどう
か」）は，「その言葉の客観的な内容に照らして，
X の性自認を正面から否定するものであるとい
わざるを得」ず，「この性別に即した衣服を着用
するということ自体が，性自認に即した社会生活
を送る上で基本的な事柄であり，性自認と密接不
可分なものであることは明らかであり」，「客観的
に X の性自認を否定する内容のものであったと
いうべきであって……個人がその自認する性別に
即した社会生活を送ることができることの法的利
益としての重要性に鑑みれば，A 室長の当該発言



日本労働研究雑誌68

は……法的に許容される限度を超えたものという
べきである」として，違法と判断し，高裁判決も
これを是認する。他方，異動に伴うトイレ使用や
カミングアウトの発言に関しては，異動が具体化
していないなどとして違法性を否定した。
　（B）周知の通り，ハラスメントの法規制と法
理論はセク・ハラに関して構築され，これが他の
ハラスメントに用いられてきた。裁判例の大多数
は，加害者及び使用者に対する損害賠償請求の事
案である。具体的には，加害者に対しては不法行
為（民法 709 条）に基づく損害賠償請求，使用者
に対しては使用者責任（同 715 条）ないし債務不
履行責任（同 415 条）に基づく損害賠償請求のケ
ースである。加害者に対する損害賠償請求が認め
られるには民法 709 条の要件（故意・過失，損害
の発生，違法性，因果関係）を充足しなければなら
ず，特に違法性の判断がポイントになり，これは
関連する諸要素を総合考慮して決定される（金沢
セク・ハラ事件〈名古屋高裁金沢支判平 8・10・30 労
判 707 号 37 頁等参照〉）。すなわち，行為の具体的
態様（時間，場所，内容，程度，継続性等），被害
者が被った苦痛の程度，当該言動の必要性，当事
者相互の関係，採られた対応等を総合的に吟味
し，法的限度ないし社会通念を超えているかが検
討される。保護すべき法的利益は人格権であり，
被侵害利益に応じて性的自己決定の自由，プライ
バシーなどが挙げられる。使用者責任（民法 715
条）では，特に「事業の執行」との要件がポイン
トになるが，裁判例は緩やかに解釈する傾向が見
られる。債務不履行責任では労働契約上の職場環
境配慮義務違反が問われ，認識可能性や予見可能
性は具体的事情を斟酌して決せられる 21）。
　性的マイノリティに対するハラスメント言動に
ついても同様に考えていいであろう。但し，その
特殊性を踏まえる必要がある。具体的には，以下
の通りである。第一に，性的マイノリティそれぞ
れの特性が異なるので，これを踏まえた判断が求
められるとともに，保護法益である人格権の具体
的内容は，自認する性別に即した社会生活を送る
自由や性的指向の自由などが挙げられる。第二
に，当事者であることが「可視化」されておら
ず，プライバシーに関わるとともに周囲に打ち明

けることが困難であるので，当事者であることが
知られるだけで精神的ダメージを受けやすいこと
である。第三に，性的マイノリティに関する一般
的な理解は，セク・ハラやパワ・ハラと比較する
と十分でなく，使用者の対応方法等が明確でない
ため，配慮の程度等は，当該当事者の具体的事情
や国内外の動向なども含めて慎重に検討する必要
がある。

　（4 ）改正労働施策総合推進法における具体例明
示の意義

　3 つの地裁判決は，関連法規制が存在せず，社
会の認知度・理解度がそれほど高くない状況にお
いて，会社側の事情とともに，性的マイノリティ
の具体的事情を適正に考慮して結論が導かれてい
る点で評価できよう。注目すべきは，配慮の必要
性や方法はトランスジェンダーの個々の具体的事
情や社会的状況の変化等に応じて変わり得ると判
示し，トイレの処遇に関して国際的状況も視野に
入れて検討する点（経産省事件地裁判決），及び性
自認に従って社会生活を送ることは「自然かつ当
然の欲求」であり，また「性の多様性」を尊重す
べきであると指摘する点（淀川交通〈仮処分〉事件）
である。
　セク・ハラ事件では，初期には救済困難と思わ
れたケースでも，徐々に救済の範囲が広がり，均
等法のセク・ハラ規定や詳細な指針が策定され
た。2021 年通常国会での成立が期待された「性的
指向および性同一性に関する国民の理解増進に関
する法律（案）」は，前文に「差別禁止」を明記
し，これによって社会の認知度・理解度が深ま
り，また違法性や既存法理における解釈にも影響
を及ぼし，法的救済の範囲が広がると予想された
が，持ち越しとなった。しかし，改正労働施策総
合推進法の指針において，性的マイノリティへの
ハラスメントに関する，次の 2 つの具体例の明示
は，ハラスメント防止にあたって意義を有するで
あろう 22）。①精神的な攻撃として，「人格を否定す
るような言動を行うこと。相手の性的指向・性自
認に関する侮辱的な言動を行うことを含む」，②
個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）とし
て，「労働者の性的指向・性自認……の機微な個
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人情報について，当該労働者の了解を得ずに他の
労働者に暴露すること」。一定の措置義務が課せ
られる使用者は，ハラスメントを無くすための取
組みが求められ，職場環境配慮義務の内容・程度
に影響を及ぼす。また被害者は，同推進法の定め
る救済措置を求め得る。
　淀川交通（仮処分）事件における会社の担当者
は，無理解と偏見に基づく発言を行っているが，
これは①に該当しよう。また当事者に相当深刻な
ダメージを与えるアウティングが具体例として挙
げられたのも重要である。一橋大学におけるアウ
ティングは，男子学生が同級生から LINE のグル
ープで実名を挙げて同性愛者だと投稿され，その
後，体調が悪化し，大学の教授やハラスメント相
談室の相談員らへの相談にもかかわらず，自死を
回避できなかったケースである。遺族は，当該学
生と大学に対して損害賠償等を請求し，学生とは
和解が成立したが，大学との関係では，地裁判決

（東京地判令元・2・27）23）及び高裁判決（東京高判
令 2・11・25）24）とも安全配慮義務違反等の法的責
任を認めなかった。ただし，高裁判決が，アウテ
ィングが人格権ないしプライバシー権等を著しく
侵害する許されない行為であるのは明らかと指摘
した点は重要であろう。他方，告白された相手方
が知り合いに相談などをする場合，ハラスメント
に該当するかは慎重に検討する必要がある。ここ
では，①当事者に与えるダメージの程度，②第三
者に伝えた意図・方法，③第三者の範囲などを考
慮する必要がある。指針において，具体例として
アウティングが挙げられたことから，企業等は，
相手方を含めた具体的対応をガイドライン等にお
いて明記し，周知することが求められよう。

Ⅴ 　働きやすい職場環境を構築するため
に

　女性，障害者，外国人，高齢者，性的マイノリ
ティなど多様な人材にとって働きやすい職場環境
を構築するには，従前の雇用慣行や働き方の見直
しが不可避である。ダイバーシティ経営を実践し
ている企業は，さまざまな取組みを行っている
が，ここでは性的マイノリティに関連する点を指

摘する。
　第一に，伝統的に男女という 2 つの性や異性愛
を前提にして立法，法理論，また企業実務が構築
されてきたが，これでは捉えきれない性的指向や
性自認を視野に入れて見直すことが求められる。
具体的には「性の多様性」の尊重であり，これま
で何らの疑問が持たれなかったエントリーシート
等の性別記載欄の修正・廃止，トランスジェンダ
ーのトイレ等使用，同性パートナーの取扱いなど
である。このためには，性的マイノリティに対す
る理解を深め，トランスジェンダーに関する偏見

（障がいや病気等）を払拭するとともに，異性愛が
原則であり，それ以外は例外との発想の転換が重
要である。伝統的な性別規範（ジェンダー規範）
の考えや男らしさや女らしさの意識がさまざまな
性差別やハラスメント言動の原因となってきた
が，その変革につながるであろう。
　第二に，同質性の意識が高く，まだ男性中心の
企業実務を見直し，個人の特性を踏まえた多様性
重視への転換である。男性正社員の恒常的な長時
間労働や，勤務地の移動を伴う配置転換・出向が
可能だった背景には，専業主婦世帯が大半を占
め，共働きであっても，女性が家計補助的な非正
規雇用の労働者との形において世帯全体で仕事と
生活を支え合う社会であった点が指摘できる。し
かし，少子高齢化，経済のグローバル化，価値観
の多様化，非正規労働者の増加などの下で男性稼
ぎ頭モデルが縮小するとともに，日本的雇用慣行
の前提とされていた専業主婦が減少し，現在では
共稼ぎ世帯が多数を占めている。いずれにして
も，新卒一括採用，終身雇用，年功序列慣行，正
社員と非正規社員の大きなギャップ，そしてこの
結果としての正社員の長時間労働は，多様な人材
の活躍を妨げており，その是正のためにワーク・
ライフ・バランスが求められているといえよう。
今後，個人を尊重する企業実務がますます重視さ
れ，性的マイノリティに関しても，憲法 13 条の
個人の尊厳に立脚した企業施策を進める必要があ
る。
　第三に，性的マイノリティの権利を保障する立
法は不可欠である。均等法のような労働法規の制
定が望まれるが，まずは性的マイノリティに対す
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る差別禁止を明確に定める法律が制定されるべき
である。なお，個人情報保護法が定める人種や信
条，社会的身分，病歴などの「要配慮個人情報」
に性的指向・性自認は挙げられていないが，これ
を加える改正が求められる。

 1）渋谷区・認定 NPO 法人虹色ダイバーシティ「全国パートナ
ーシップ制度共同調査」参照。

 2）地方自治研究機構「性の多様性に関する条例」参照。
 3）日本労働組合総連合会（連合）「LGBT に関する職場の意識

調査」（2016 年）参照。
 4）① LGBT 総合研究所「職場や学校など環境に関する意識行動

実態」（2016 年），②三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
株式会社（令和元年度厚生労働省委託事業）「職場におけるダ
イバーシティ推進事業報告書」（2021 年）③虹色ダイバーシ
ティ／国際基督教大学ジェンダー研究センター「niji Voice 
2020」等。

 5）  LGBT 法連合会「性的指向および性自認を理由とするわた
したちが社会で直面する困難のリスト（第 3 版）」（2019 年）。

 6）  NHK「LGBT 当事者アンケート調査」（2015 年），村木真
紀・五十嵐ゆり「企業研修　ダイバーシティの視点」二宮周
平編『性のあり方の多様性―一人ひとりのセクシュアリテ
ィが大切にされる社会を目指して』（日本評論社・2017 年）
149 頁以下，虹色ダイバーシティ等調査（注 4）等参照。

 7）日本経済団体連合会「ダイバーシティ・インクルージョン社
会の実現に向けて」（2017 年），JILPT「LGBT の就労に関する
企業等の取組事例」（2017 年）等参照。

 8）「職場におけるダイバーシティ推進事業報告書」（注 4）参照。
 9）二つの科研費グループと渋谷区との共同調査であり，個人調

査と企業調査が実施された（2017 年 7～8 月）。筆者が加わっ
た企業調査では，大企業中心に 10 社を対象にした。詳細は，

「渋谷区パートナーシップ証明実態調査報告書」（平成 29 年
11 月 5 日），及び名古道功「企業のダイバーシティ施策と労
働法の課題―LGBT 実情調査を素材として」金沢法学 62 巻
2 号（2020 年）120 頁以下参照。

10）本特集「性的少数者保護と性差別禁止法理―アメリカの議
論を中心に」参照。

11）「公正な採用選考」（https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/
topics/saiyo/saiyo1.htm〈2021・7・15〉）。

12）憲法論の議論については，佐々木貴弘「日本における性的マ
イノリティ差別と立法政策 : イギリス差別禁止法からの示唆

（1）（2）」国際公共政策研究 17 巻 2 号 146 頁以下，18 巻 1 号
224 頁以下（2013 年），春山習「基本権としてのジェンダー・
アイデンティティ」早稲田法学 96 巻 1 号（2020 年）78 頁以下
等参照。

13）名古道功「LGBT の人権保障と労働法」三成美保編著
『LGBTI の雇用と労働―当事者の困難とその解決法を考え
る』（晃洋書房・2019 年）42 頁以下。

14）特例法に定める要件（性別適合手術等）を充たして性別変更
の審判を受けると，自認する性に従った取扱いとなり（特例
法 4 条 1 項），これと異なる取扱いは許されない（特例法の要
件を充たすトランスジェンダーのゴルフクラブ入会拒否等を
違法と判断した東京高判平 27・7・1〈労判ジャーナル 43 号 40
頁〉参照）。

15）これらのほかに，トランスジェンダーに関わるケースとして
U 社（性同一性障害 ･ 解雇等）事件（広島高判平 23・6・23
労判 1148 号 73 頁）があるが，トランスジェンダーに言及し
た内容はわずかであるので，取り上げない。

16）なお X は，人事院に対して，人事異動やトイレの使用制限
を設けず，原則として一般女性と同等の処遇とすることなど
を要求事項とする行政措置要求を行ったが，いずれも認めら
れない旨の判定（以下，「本件判定」という）を受けたことか
ら，本件判定が違法である旨を主張して，被告国に対し本件
判定に係る処分の取消しを求めたが，その判断はここでは取
り上げない。

17）労働法律旬報 1990 号（2021 年）掲載予定。
18）トランスジェンダーの生徒（FtM）が性自認に従った男子ト

イレの使用を禁止された事件（Gavin Grimm v. Gloucester 
County School Board, 972 F. 3d 586 〈4th Cir. 2020〉）におい
て，アメリカの判決（2020 年 8 月 26 日）は，こうした取扱
いは性に基づく差別に該当すると結論づけたが，ここでは男
子トイレを 7 週間使用して問題が生じなかったなどの具体的
事情を詳細に考慮し，他の生徒のプライバシー侵害との懸念
は「 全 く の 推 測 と 抽 象 化（sheer conjecture and abstrac-
tion）」に基づくと判示した。判断枠組みなどが異なり，単純
に比較できないが，高裁判決とは対照的な内容である（名古
道功「性的マイノリティをめぐる最近の動向と課題」労働法
律旬報 1990 号〈2021 年〉参照）。

19）①学校教師によるノーネクタイでの授業（麴町学園事件・東
京地判昭 46・7・19 労判 132 号 23 頁），②口髭をはやしての
ハイヤー運転（イースタン・エアポート・モータース事件・
東京地判昭 55・12・15 労民集 31 巻 6 号 1202 頁），③茶髪で
のトラック運転（株式会社東谷山家事件・福岡地小倉支判平
9・12・25 労判 732 号 53 頁）に関して，いずれも就業規則の
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